
りの船舶管:Ei!部 ・ 自動車事務所・ T場 ・ 工事局・建築工事局 ・

電気工事局等他の地方機関を合んでいる。また担当範聞に定め

られてし、ない機関についても ， i年 l'U-る必要かあると支社長が

認めたときは， 担当節11Mに指定することができることとなって

し、る。

契約'liI'ñの対象と なる契約は，担当役の行なう k述した契約

であって ， L工事の ~i， 'í í'llとは主g，没業法で定める工事はもちろ

んのこと，機以およ び船舶の修紙~CI~ も合み ， またこれらに付

帯する工事も対象 となる。そのほか i'H~外者から施行の委託を受

けた~[ 事およ び辺ばノ:ラス ト の採集，砕石粉込みの作業も 一r:事

と して合まれる。 L役務1 とは， ðl.iJ!11，調子tAFの作業に1対 F る契

約， 11! 阿の ìl'j 掃， 瑚(X~ Í')5':\、の作業 ， -r 小伊I物学の受託業務~~の役

務を含み， その形式が，iS í'l契約であると ， 業務の委託契約であ

るとを I i:)わず，すべて役務の範ちゅうに入るものとしている。

L IùIÆ財産の先t，IJの契約ならびにこれらに準ずる契約であって ，

別に定めるもの1 とは ， [，'， 1定 lけ Piî のッピ1;[1， JIl1i入およひ交換に|共l

する契約ならびに土地の購入にi'fう Ix)係人の受ける引火に対す

る Îllì tùの契約である。

nj:ji;;XI 1111 1 の l時入契約については ， fj( I ， I ，j には さきに』没置された車

両購入価格調査委員会の符 ' Þ に J占づいて約切ブj/}、の方向づけが

なされており，その他の物品についても比絞(J(J rl i砂川があるた

め，購入 Irt[j怖の妥当官l がJV)せられるので，契約の簿作の対象と

しないこととしてし、る。しかし文判長において Jt i ' ii，ì(，日Iの購入契

約について 'li'i:I'仁の必却 を l認めた l&) {ì-には品貨の対象と するこ

とができる。

契約'li'~tü止の行なう契約'若手査は似jíi '吊， têであって ， 'l flì ín年 fi

とは， :_r '1 トの施行向い句、の IJ(j主， 1 r，虹lの決裁白íîに精'ftがなされる

ので♂あって，本1't，の対象になっている契約については，精， ft を

れなければ，契約合成了λせ L めるための入札， Wù照会ならび

に契約の締í..1i ， ~: l，とお・よび解除、 ídi なう ことができないことと

なっ て いる。

契約鴇，1'，‘役は ， I !H;たにもií!1)11 される L予fr 執行峨員等のu任

に 1"'1する法律(1I({'. [c 25 年法律第 172";)1 Lの-f''J?:執行職wこ

桁定されており ， その故日または市大な1iJ lj、に より ， i'1，令 ・ 規

私y tF にjiU止して契約1iI'作の 1 J 九をしたことにより I Iij ~j， に抵i容を

与えたときは，プf似の立に I f:じなければならない。 契約審査役

と契約犯当役と 1 ， I ，j -1'i が 。枚むま たは ， r(大な過失があった場合のi主

任の分!JI につい とは， そ，1 1 ぞれの職分に陀じ ， カ‘つ， 契約率Ìf

役は粗ihlに!高， fdど したと"う行為，契約trJ .:.J~ f1Zは契約を締結 し

たという行為により， I '~ 欽にj!i'，占を JJ-えた品\J止に応じた責任 を

!日Iわれることとなる。 (森 )1: il!n 

けいようりんかいてつど う 京葉臨海鉄道

1 '1 トxU'; の概必

名称 };( ~~品Í'.';i(Ii 鉄.iù同式会 fj ， 本よ 1: ，..柴 di 新 111 [， 資本<íL

10 UJ: 9, 800 }j円 t; もな。Ji 来 j也 1J鉄道， 鉄道従業員 59 人.

仇'1í J1ι1 ， I ，j I)，]燃機|刻 l ド 20

治中 わが例経済のやI' Lに作 っ て ， ;;-( ]'Sþ~~，;tfI1 J:~住地慌の IJiJ発

が二，'.ì5'f1.'二進 J~ L , 精iJ);(. .t .::Ji' J也|巧に九品 1;油ほか代表的企業が

建JIあるいは，;-f-p1ti されるに及び ， [-[木 1111)鉄道 ・ 千葉県およ び

|対係j_，tIーの 111ftによ ''J ， H{州137 ・ 11 ・ 20 ，没 ι した。 これは ;;-1 江主i

当初， -T--~~YI~の wnHJ，、泊(あるいは，i ，'i~iM!l1線)と して 9)!( ， ;!1 し ， ，活

致会宇| の発J1 貨物輸j去の川に供する訂 l'固であったが， その jjí:，没

到'， 111 や将米の述;バ L焔 1 ，1.' が多いため， 11 本悶有鉄道法の -，. ...;11改

正により|到店主からの役 i(i を可能とし， ml欽の投資を含めた |主]j系

会社， 地元1もの共 1;山 I:ftによる新会社"並立方式によったもので，

本方式の tï~ 1 り である。

2 地方鉄道線

昭和 38 ・ 2 ・ 23 蘇我 ・

浜荒井問 9.5 km，市

原分岐点 ・ 京葉市原間

!.6km 免許。動力内

燃， 軌IMI!. 067m，単

線，貨物常業である。

昭和 38 ・ 9 ・ 16 1-14欽と抗

通して間業。また， 誘

致会 ì l の榊加に伴い ，

さらに延長することが

望まれるに及び， 昭和

39 ・ 9 ・ 29 浜五井 ・ 椎沖

け っ きん

今な
マ怜

2・~ 免除"

間 9.0km 免許。 一ー一一一ー 竺度 l 昭和 38
_-'ll_fI 一一なお輸送吊の:Iì'í大に伴
貨物愉j差トン数 (千 t) 111 

い，国鉄の新小岩から大
キロ (千) 1, 030 

形蒸気機関車けん引によ 貨物収入(千円) 28, 196 

る貨物列車の itl通も実施 迎輸雑収( " ) 1, 312 

している。したがって動 収入 合計 ( " ) 29, 508 

カは内燃および蒸気に変 併 業 費( " ) 87, 630 

更 した。 1'í:車は現在保有
?同~.業利爺( " ) ム58 ， 1 28

計業係数 304 
せず， j!l!車によ っている。 一一 • 

)~H愉概況については右表に示す。(木川 卓)

けいりしざいしょ 経理資材所 閃欽の東海道新幹線支

t l の現業機関。 そのお もな拘当業務は.資金計画の作成，支出

の調定， 支払の命令， 契約の詐&，物品の :U納 ・ 保管および配

給，地方調達1\1:1 (地方資材部 jミが購入するものを除く。)購入な

どである。

東:ÓIi道新幹線の 71) 1 1ミの試j雌転は*モテソレ線管理区におし、て

行なっていたが，米原 ・ れ飼 O\Jの長距河I IK li rJにおいて本栴的に

行な‘うことにな ったので，これ に対処するため，昭和 39 ・ 3 ・ 5 本

社新幹線局所属の現業機関として，大阪に* Ili掌所 ・ * JT転所 ・

*保線所および*電気所を設位することになった。これらの機

関の設置に伴い， 絞1'1! およ び資材関係、の業務が生ずるが，この

~f~業務は予算執行上表災の関係にあるので，これを総合して，

担さiする新幹線局の現業機関として同日大阪に経理資材所を設

位 した。 すなわち lìíj芯の 4 機関の長は分任担当役として予算

の執行を行なうことになるが， 特に{地主宰所および電気所につい

ては， 工白ド契約特について鉄道管J'I! 局の.[11業機関よりも相当大

幅に権限を委泌されているので，これらに付随 して支払要求等

の業務が相当発生し，これに伴って支 !H の淵i.É，支払命令， 資

金 J II岨学の会計長 と しての業務が'[ ずる。また， 各現業機関で

行なう工古およ び役務の契約iニ対する鴇， ffの業務も生ずる。さ

らにまた，各J.Jt来機関は物品の使用部円であるので，資材の山

納・保管， 物品の輸iふ幹弘な物品の購入 ~~;の資材関係業務も

él ずる。 これ らの来務を迅速， (J''J慌に処Fi!するため， それらの

製業機関の所在的所に， 会計長および i l\納 J去の業務を分学する

会，:1機|苅として経J'I'_資材所を設けたものである。

昭和 39 .4 ・ 1 J紅海道新幹線立~I の設促に「ド L 、，大阪経l'i!資材所

は 1，;)点在iーに移管された。その後 [ nl'f' 4 ・ 21 東京 ・ 静岡 ・ 名古屋に

緑町資材 J ìiが，没駁された。

ff.1'li資材所には，所長，助役， 管埋係，.[ll品係，自動車運転

j二が iはかれるほか，契約審炎 f:~IJ~置かれている。(宮原正Î(I)

け っ きん 欠勤 勤務につかないこ とをしヴ 。欠勤の形態

は， ，出参・早_ig ・ 欠務咋ー勤務のー却を欠効する一部欠勤と，

ー勤務を全部欠勤する全部欠勤とに分けられる。欠勤に対して

一一一円 一一


